
京都府後期高齢者医療広域連合規約（案）

平成１９年２月１日

平成１９年規約第１号

（広域連合の名称）

第１条 この広域連合は、京都府後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」

という。）という。

（広域連合を組織する地方公共団体）

第２条 広域連合は、京都府の区域内のすべての市町村（以下「関係市町村」

という。）をもって組織する。

（広域連合の区域）

第３条 広域連合の区域は、京都府の区域とする。

（広域連合の処理する事務）

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８

０号。以下「法」という。）第４８条に規定する後期高齢者医療の事務（保険

料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定め

る事務を除く。）を処理する。

（広域連合の作成する広域計画の項目）

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８４条第３項に規定する広域計画をいう。以下同じ。）には、次に掲げる

事項について記載するものとする。

⑴ 後期高齢者医療制度の運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事

務に関すること。

⑵ 広域計画の期間及び改定に関すること。

（広域連合の事務所）

第６条 広域連合の事務所は、京都市の区域内に置く。



（広域連合の議会の組織）

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、３

０人とする。

（広域連合議員の選挙の方法）

第８条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該関係市町村の議会

の議員のうちから選挙する。

２ 前項の規定により選挙する広域連合議員の数は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める数とする。

⑴ 京都市 ４人

⑵ 宇治市 ２人

⑶ 前２号に掲げる市以外の市町村 １人

３ 第１項の選挙については、地方自治法第１１８条第１項から第４項までの

例による。

（広域連合議員の任期）

第９条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

２ 広域連合議員が関係市町村の議員でなくなったときは、その職を失う。

３ 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたと

きは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

（広域連合の議会の議長及び副議長）

第１０条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を

選挙しなければならない。

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

（広域連合長等）

第１１条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長６人以内を置く。

２ 広域連合に会計管理者１人を置く。



３ 副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

（広域連合長等の選挙等の方法）

第１２条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が選挙

する。

２ 前項の選挙は、第１５条の選挙管理委員会が定める場所において行うもの

とする。

３ 広域連合長が欠けたときは、前２項の規定により、速やかにこれを選挙し

なければならない。

４ 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任す

る。

５ 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長

が命じる。

（広域連合長等の任期）

第１３条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、４年とする。ただし、関係

市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

２ 広域連合長が関係市町村の長でなくなったとき、又は副広域連合長（関係

市町村の任期の定めのある職を兼ねる者に限る。）が当該職を失ったときは、

広域連合長又は副広域連合長の職を失う。

（補助職員）

第１４条 第１１条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

（選挙管理委員会）

第１５条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

３ 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治

及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会におい



てこれを選挙する。

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。

（監査委員）

第１６条 広域連合に監査委員２人を置く。

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、

地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見

を有する者（以下「識見を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、

それぞれ 1人を選任する。

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４

年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任

期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを

妨げない。

（広域連合の経費の支弁の方法）

第１７条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

⑴ 国、京都府及び関係市町村の支出金

⑵ 事業による収入

⑶ その他

２ 前項第１号に規定する関係市町村の支出金の額は、各関係市町村につき別

表に定めるとおりとする。

附 則

（施行期日）

１ この規約は、広域連合の設立についての京都府知事の許可があった日から

施行する。ただし、第１１条第２項及び第１２条第５項の規定は、平成１９

年４月１日から施行する。

（経過措置）



２ この規約の施行の日（以下「施行日」という。）から平成２０年３月３１日

までの間における第４条の規定の適用については、同条中「高齢者の医療の

確保に関する法律」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第８３号）第７条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関

する法律」と、「除く。）」を「除く。）の準備行為」とする。

３ 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第１２条第２項の規定に

かかわらず、第６条に規定する広域連合の事務所において行うものとする。

４ 施行日から平成１９年３月３１日までの間における第１４条の規定の適用

については、同条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」とする。

附 則（平成１９年規約第２号）

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。



別表（第１７条関係）

区 分 関 係 市 町 村 が 支 出 す る 額

共通経費（医療給付に要

する経費以外の経費を

いう。以下同じ。）

共通経費の総額の１００分の５に相当する額を関

係市町村の数で除して得た額

共通経費の総額の１００分の４７．５に相当する

額に当該関係市町村の後期高齢者人口を京都府に

おける後期高齢者人口で除して得た数を乗じて得

た額

共通経費の総額の１００分の４７．５に相当する

額に当該関係市町村の人口を京都府における人口

で除して得た数を乗じて得た額

医療給付に要する経費

法第９８条の規定により当該関係市町村が一般会

計において負担する額

法第９９条第１項及び第２項の規定により当該関

係市町村が特別会計に繰り入れた額

当該関係市町村が徴収した法第１０５条に規定す

る保険料及び徴収金に相当する額

備考１ 共通経費の総額は、広域連合の予算で定める。

２ 「後期高齢者人口」とは、関係市町村の支出金の収入を計上しよう

とする予算の属する年度の前年度（以下「前年度」という。）の９月３

０日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づき算定した７５歳

以上の人口をいう。

３ 「人口」とは、前年度の９月３０日現在の住民基本台帳及び外国人

登録原票に基づき算定した人口をいう。


